
『振込依頼書』取扱終了に伴う振込手数料ご負担のお願い

賦課金や委託料等の納入に際し、ご利用いただいております「振込依頼書」につきましては、

足利銀行より令和５年３月３１日をもって、取扱いが終了となる案内がございました。

つきましては、上記取扱い終了日の翌日以降は、振込先を記載した請求書の発行に変更い

たしますので、振込手数料をご負担の上、お振込くださいますようお願いいたします。

会員の皆様にはご負担、お手数をお掛けすることとなり、大変恐縮ではありますが、何卒ご

了承くださいますようお願いいたします。

令和５年４月１日 振込分より
※「振込依頼書」を実施時期前に受け取っており、令和５年４月１日以降に
振込をする場合は、「振込依頼書」は使用できますが、所定の振込手数料が
掛かります。

実施時期

取扱終了

お問い合わせ先
水土里ネットとちぎ（栃木県土地改良事業団体連合会）
総務部総務課 電話：028-660-5701

※振込手数料は金融機関によって改定となる場合がございますので、各金融機関のホームページでのご確認又は各金融機関へお問い合わせをお願いいたします。
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